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規 則

高知県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成24年 3 月16日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第10号

高知県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改

正する規則

高知県心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和46年高知県

規則第55号）の一部を次のように改正する。

第13条第 2 号中「その者」を「当該年金受給権者」に改め、同

条に次の 2 項を加える。

 2 　前項第 2 号に掲げる届出で年金受給権者の死亡の場合につい

ては、当該年金受給権者が県の区域内に住所を有する者で、そ

の氏名が住民票に記載されている氏名と同一の場合は、当該年

金受給権者に係る削除された住民票の写しの添付を省略するこ

とができる。

 3 　第 1 項第 5 号に掲げる報告については、当該年金受給権者が

県の区域内に住所を有する者で、その氏名が住民票に記載され

ている氏名と同一の場合は、当該年金受給権者の住民票の写し

の添付を省略することができる。

別表第 2 の 1 の表及び 2 の表中「適当と」を「適当であると」

に改める。

別記第 3 号様式中「じん臓機能」を「腎臓機能」に改める。

別記第 4 号様式を次のように改める。
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別記第 6 号様式中「この処分」を「この決定」に改める。

別記第 7 号様式を次のように改める。
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別記第 8 号様式の 2 中「この処分」を「この決定」に改める。

別記第 9 号様式及び別記第10号様式を次のように改める。
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別記第13号様式を次のように改める。
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別記第14号様式中「加入口数すべて不支給」を「加入口数全て

不支給」に、「この処分」を「この決定」に改める。

別記第15号様式を次のように改める。
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別記第16号様式中「この処分」を「この決定」に改める。

別記第18号様式を次のように改める。
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別記第20号様式中「加入口数すべて不支給」を「加入口数全て

不支給」に、「この処分」を「この決定」に改める。

別記第20号様式の 2 を次のように改める。
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第20号様式の 4 中「加入口数すべて不支給」を「加入口数全て

不支給」に、「この処分」を「この決定」に改める。

別記第21号様式から別記第26号様式までを次のように改める。
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附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

告 示

高知県告示第153号

　次の保安林を解除予定保安林にしたので、森林法（昭和26年法

律第249号）第30条の 2 の規定により告示する。

　　平成24年 3 月16日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　解除予定に係る保安林の所在場所

安芸市赤野字岩ガラ甲3100の 6 

 2   保安林として指定された目的

　　魚つき

 3 　解除の理由

　　道路用地とするため

高知県告示第154号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

平成24年 3 月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

 1 　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林とし

て指定された目的

次に掲げる告示（重要流域（平成12年 2 月農林水産省告示第

283号で指定された重要流域をいう。）に係るものに限る。）

で定めるところによる。

平成10年10月農林水産省告示第1677号

 2 　変更に係る指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法 

変更しない。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課並びに関係市役所及び関係町村役場に備え置

いて縦覧に供する。）

高知県告示第155号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

平成24年 3 月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

 1 　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林とし
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て指定された目的

次に掲げる告示（重要流域（平成12年 2 月農林水産省告示第

283号で指定された重要流域をいう。）に係るものに限る。）

で定めるところによる。

平成10年11月農林水産省告示第1715号

 2 　変更に係る指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法 

変更しない。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課並びに関係市役所及び関係町村役場に備え置

いて縦覧に供する。）

高知県告示第156号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

平成24年 3 月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

 1 　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林とし

て指定された目的

次に掲げる告示で定めるところによる。

平成10年 6 月農林水産省告示第945号

 2 　変更に係る指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法 

変更しない。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課並びに関係市役所及び四万十町役場に備え置

いて縦覧に供する。）

高知県告示第157号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

平成24年 3 月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

 1 　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林とし

て指定された目的

次に掲げる告示（国有林に係るものを除く。）で定めるとこ

ろによる。

平成10年 8 月農林水産省告示第1305号

 2 　変更に係る指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法 

変更しない。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課及び関係市役所に備え置いて縦覧に供す

る。）

高知県告示第158号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

平成24年 3 月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

 1 　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林とし

て指定された目的

次に掲げる告示で定めるところによる。

平成10年11月農林水産省告示第1713号

 2 　変更に係る指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法 

変更しない。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す

る。）

高知県告示第159号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（平成12年法律第57号）第 6 条第 1 項の規定に基づき、次の

区域を土砂災害警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び関係土木

事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成24年 3 月16日

                    　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直
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201－38

－006ｂ

201－38

－006ｃ

西谷川

( 2 )

横浜・

西 谷

( 5 )

横浜・

西 谷

( 6 )

横浜・

さつき

ヶ 丘

( 1 )

横浜・

西谷南

横 浜

（西）

横浜・

西 谷

( 1 )

横浜・

西 谷

( 2 )

横浜・

西谷

横浜中

の谷

横浜・

西 谷

( 4 )

日出野

( 2 )

区域の

名称

西谷川

( 4 )

西谷川

( 5 )

土石流

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類

土石流

土石流

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜及び横浜西

町（別紙図面のとお

り）

高知市横浜西町（別紙

図面のとおり）

高知市横浜西町及び横

浜東町（別紙図面のと

おり）

高知市横浜西町（別紙

図面のとおり）

高知市横浜西町（別紙

図面のとおり）

高知市横浜及び横浜西

町（別紙図面のとお

り）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜及び横浜新

町一丁目（別紙図面の

とおり）

高知市横浜及び横浜東

町（別紙図面のとお

り）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

区域の所在地

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）
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高知県告示第160号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（平成12年法律第57号）第 6 条第 1 項の規定に基づき平成19

年 3 月27日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域につい

て、同条第 6 項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び関係土木

事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成24年 3 月16日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第161号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（平成12年法律第57号）第 6 条第 1 項の規定に基づき平成20

年 3 月25日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域につい

て、同条第 6 項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び関係土木

事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成24年 3 月16日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第162号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（平成12年法律第57号）第 6 条第 1 項の規定に基づき平成21

年 6 月19日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域につい

て、同条第 6 項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び関係土木

事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成24年 3 月16日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第163号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（平成12年法律第57号）第 8 条第 1 項の規定に基づき、次の

区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び関係土木

事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成24年 3 月16日

                    　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

Ⅱ－3612

Ⅳ －

201002

西 谷

( 3 )

日出野

( 3 )

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

箇所番号

201－38

－006ｂ

201－38

－006ｃ

201－38

－104

Ⅰ－1335

Ⅰ－1336

Ⅰ－1337

Ⅰ－1341

箇所番号

201－38

－104

Ⅰ－1335

Ⅰ－1336

Ⅰ－1337

箇所番号

Ⅰ－1415

箇所番号

Ⅳ －

201002

Ⅰ－1345

Ⅰ－1346

Ⅰ－1347

Ⅰ－1348

Ⅰ－1351

Ⅰ－1352

Ⅱ－3609

Ⅱ－3612

区域の

名称

西谷川

( 4 )

西谷川

( 5 )

西谷川

( 2 )

横浜・

西 谷

( 5 )

横浜・

西 谷

( 6 )

横浜・

さつき

ヶ 丘

( 1 )

横浜・

西谷南

区域の

名称

西谷川

( 2 )

横浜・

西 谷

( 5 )

横浜・

西 谷

( 6 )

横浜・

さつき

ヶ 丘

区域の

名称

地京谷

( 2 )

区域の

名称

日出野

( 3 )

横 浜

（西）

横浜・

西 谷

( 1 )

横浜・

西 谷

( 2 )

横浜・

西谷

横浜中

の谷

横浜・

西 谷

( 4 )

日出野

( 2 )

西 谷

( 3 )

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類

土石流

土石流

土石流

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類

土石流

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類

急傾斜地の崩壊

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

区域の所在地

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜及び横浜西

町（別紙図面のとお

り）

高知市横浜西町（別紙

図面のとおり）

高知市横浜西町及び横

浜東町（別紙図面のと

おり）

高知市横浜西町（別紙

図面のとおり）

区域の所在地

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜西町（別紙

図面のとおり）

高知市横浜西町（別紙

図面のとおり）

区域の所在地

高知市神田（別紙図面

のとおり）

区域の所在地

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜西町（別紙

図面のとおり）

高知市横浜及び横浜西

町（別紙図面のとお

り）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜及び横浜新

町一丁目（別紙図面の

とおり）

高知市横浜及び横浜東

町（別紙図面のとお

り）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）
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高知県告示第164号

平成19年 3 月高知県告示第217号（土砂災害警戒区域の指定）

の一部を次のように改正する。

平成24年 3 月16日

高知県知事　尾﨑　正直

表の201－38－006ｂの項、201－38－006ｃの項、201－38－104

の項、Ⅰ－1335の項、Ⅰ－1336の項、Ⅰ－1337の項、Ⅰ－1341の

項、Ⅰ－1345の項、Ⅰ－1346の項、Ⅰ－1347の項、Ⅰ－1348の

項、Ⅰ－1351の項、Ⅰ－1352の項、Ⅱ－3609の項及びⅡ－3612の

項を削る。

高知県告示第165号

平成20年 3 月高知県告示第197号（土砂災害警戒区域の指定）

の一部を次のように改正する。

平成24年 3 月16日

高知県知事　尾﨑　正直

表のⅠ－1415の項を削る。

高知県告示第166号

平成21年 6 月高知県告示第439号（土砂災害警戒区域の指定）

の一部を次のように改正する。

平成24年 3 月16日

高知県知事　尾﨑　正直

表のⅣ－201002の項を削る。

高知県告示第167号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成24年 3 月16日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成24年 3 月16日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  窪川船戸

 3 　道路の区域

高知県告示第168号

過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第14条第

 1 項の規定に基づき市町村道の改築に関する工事を県が行うの

で、過疎地域自立促進特別措置法施行令（平成12年政令第175

号）第 7 条第 2 項の規定により次のとおり告示する。

平成24年 3 月16日

高知県知事　尾﨑　正直

Ⅰ－1341

Ⅰ－1345

Ⅰ－1346

Ⅰ－1347

Ⅰ－1348

Ⅰ－1351

Ⅰ－1352

Ⅰ－1352

Ⅱ－3608

Ⅱ－3609

Ⅱ－3610

Ⅱ－3611

Ⅱ－3612

( 1 )

横浜・

西谷南

横 浜

（西）

横浜・

西 谷

( 1 )

横浜・

西 谷

( 2 )

横浜・

西谷

横浜中

の谷

横浜・

西 谷

( 4 )

横浜・

西 谷

( 3 )

日出野

( 1 )

日出野

( 2 )

西 谷

( 1 )

西 谷

( 2 )

西 谷

( 3 )

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

高知市横浜西町（別紙

図面のとおり）

高知市横浜西町（別紙

図面のとおり）

高知市横浜及び横浜西

町（別紙図面のとお

り）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

Ⅱ－3613

Ⅳ －

201002

Ⅳ －

201003

Ⅳ －

201004

西 谷

( 4 )

日出野

( 3 )

西 谷

( 5 )

西 谷

( 6 )

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

高知市横浜（別紙図面

のとおり）

　区 　 　　 間　
変更前

後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

高岡郡中土佐町大野

見寺野184番 1 から

高岡郡中土佐町大野

見大股840番 1 地先

まで

高岡郡中土佐町大野

見寺野180番地先か

ら

高岡郡中土佐町大野

見大股856番 1 地先

まで

高岡郡中土佐町大野

見寺野184番 1 から

高岡郡中土佐町大野

見大股840番 1 地先

まで

後

3.2

         

94.2

 3.2

         

69.5

〜

〜Ａ

Ｂ

10.8

            　 

94.2

〜

前 1,012

767

560

市町村道の種

類及び路線名

町道国道東島

線

工事の

種類

改築

工事の開始予

定日

平成24年 4 月

 1 日

工事区間

安芸郡安田町安田字

大岩廻り1063番 1 か

ら

安芸郡安田町安田字

清水谷2728番 1 地先

まで

公 告
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森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号）第 5 条第 4 項にお

いて準用する同法第 3 条第 5 項の規定により、同条第 1 項第 1 号

に掲げる命令の内容となる事項を次のとおり公表する。

平成24年 3 月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　区域及び期間

( 1 )　区域

高知市及び土佐清水市並びに安芸郡安田町並びに幡多郡黒

潮町及び大月町の区域内に存する松林の区域のうち、次のと

おりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業

振興・環境部林業改革課並びに関係市役所及び町役場に備え

置いて縦覧に供する。）

( 2 )　期間

平成24年 4 月 1 日から平成25年 2 月28日まで

 2 　森林病害虫等の種類

松くい虫

 3 　行うべき措置の内容

松くい虫の付着している樹木を所有し、又は管理する者は、

当該樹木の伐倒及び薬剤による防除又は当該樹木の伐倒及びは

く皮並びに松くい虫並びにその付着している枝条及び樹皮を焼

却すること。

 4 　命令をしようとする理由

 1 の( 1 )に掲げる区域の松林及びその周辺の区域の松林にお

いて前年度に松くい虫の被害が発生しており、本年度の気象条

件及び松くい虫の被害の発生状況からみて、 3 に掲げる措置を

行わなければ松くい虫の被害がまん延し、 1 の( 1 )に掲げる区

域の松林及びその周辺の区域の松林に重大な損害を与えるおそ

れがあるため

 5 　その他必要な事項

( 1 )　 3 に掲げる措置については、森林害虫防除員の指示に従

うこと。

( 2 )　 3 に掲げる措置を行った者又はその代理人は、当該措置

を行った後速やかに 3 に掲げる樹木の所在する地域を管轄す

る林業事務所長にその旨を届け出なければならない。ただ

し、( 3 )により申請書を提出する場合は、この限りでない。

( 3 )　 3 に掲げる措置に伴う損失補償を受けようとする者は、

別に定める申請書を当該措置を行った後速やかに 3 に掲げる

樹木の所在する地域を管轄する林業事務所長に提出するもの

とし、その提出があったときは、当該林業事務所長は、当該

申請者が 3 に掲げる措置を行ったことを確認して損失補償金

の額を決定し、損失補償金を交付する。

( 4 )　 3 に掲げる樹木を所有し、又は管理する者が 1 の( 2 )に

定める期間内に 3 に掲げる措置を行わないとき、行っても十

分でないとき又は行う見込みがないときは、知事が当該措置

の全部又は一部を行うことがある。

( 5 )　知事が( 4 )の措置を行った場合において、その費用の額

が 3 に掲げる措置を行うべき者が自らその措置の全部又は一

部を行ったとした場合にその者が受け取ることとなるべき損

失補償金の額を超えるときは、その超える部分の額に相当す

る額をその者から徴収することがある。

森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号）第 5 条第 4 項にお

いて準用する同法第 3 条第 5 項の規定により、同条第 1 項第 4 号

に掲げる命令の内容となる事項を次のとおり公表する。

平成24年 3 月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　区域及び期間

( 1 )　区域

土佐清水市並びに幡多郡大月町及び黒潮町の区域内に存す

る松林の区域のうち、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業

振興・環境部林業改革課並びに関係市役所及び町役場に備え

置いて縦覧に供する。）

( 2 )　期間

平成24年 4 月 1 日から同年 7 月31日まで

 2 　森林病害虫等の種類

松くい虫

 3 　行うべき措置の内容

松くい虫の被害を受け、又は受けるおそれがある樹木を所有

し、又は管理する者は、当該樹木に地上からの薬剤による防除

を実施すること。

 4 　命令をしようとする理由

 1 の( 1 )に掲げる区域の松林及びその周辺の松林における過

去の松くい虫被害の状況からみて、 3 に掲げる措置を行わなけ

れば松くい虫の被害がまん延し、 1 の( 1 )に掲げる区域の松林

に重大な損害を与えるおそれがあるため

 5 　その他必要な事項

( 1 )　 3 に掲げる措置については、森林害虫防除員の指示に従

うこと。

( 2 )　 3 に掲げる措置を行った者又はその代理人は、当該措置

を行った後速やかに 3 に掲げる樹木の所在する地域を管轄す

る林業事務所長にその旨を届け出なければならない。ただ

し、( 3 )により申請書を提出する場合は、この限りでない。

( 3 )　 3 に掲げる措置に伴う損失補償を受けようとする者は、

別に定める申請書を当該措置を行った後速やかに 3 に掲げる

樹木の所在する地域を管轄する林業事務所長に提出するもの

とし、その提出があったときは、当該林業事務所長は、当該

申請者が 3 に掲げる措置を行ったことを確認して損失補償金

の額を決定し、損失補償金を交付する。

( 4 )　 3 に掲げる樹木を所有し、又は管理する者が 1 の( 2 )に

定める期間内に 3 に掲げる措置を行わないとき、行っても十

分でないとき又は行う見込みがないときは、知事が当該措置

の全部又は一部を行うことがある。

( 5 )　知事が( 4 )の措置を行った場合において、その費用の額

が 3 に掲げる措置を行うべき者が自らその措置の全部又は一

部を行ったとした場合にその者が受け取ることとなるべき損

失補償金の額を超えるときは、その超える部分の額に相当す

る額をその者から徴収することがある。

監 査 公 表

監査公表第 4 号

平成24年 3 月16日

高知県監査委員　浜田　英宏

同　　　　　　　桑名　龍吾

同　　　　　　　坂本　千代

同　　　　　　　朝日　満夫

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 2 項の規定に基

づき実施した行政監査の結果に関する報告を同条第 9 項の規定に

より次のとおり公表する。
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監査公表第 5 号

平成24年 3 月16日

高知県監査委員　浜田　英宏

同　　　　　　　桑名　龍吾

同　　　　　　　坂本　千代

同　　　　　　　朝日　満夫

地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第

199条第 4 項の規定により、定期監査を行ったところ、その結果

は、次のとおりであった。

 1 　監査委員意見

平成23年度出先機関後期分69機関に対する定期監査を実施し

た結果について、次のとおり意見を述べる。

財務会計全般では、前年度の指摘事項はおおむね是正されて

おり、全体的な指摘等の件数も減少傾向にあるが、一方、財務

会計事務の基本的な事項に引き続き不適正な事例が見られるな

ど、指摘事項 9 件及び注意事項61件の不適正な執行があった。

その内容は、( 1 )から( 3 )までに掲げるとおりであるが、出

納員制度、支出や契約の事務処理について財務会計の基本の理

解が不足しているとともに管理職員等や出納員のチェックが不

十分であることなどによるものであり、極めて遺憾である。

今後は、各種研修等の活用などにより担当職員の財務会計に

関する知識及び事務処理能力を一層高めるとともに、組織とし

てチェック体制及び指導を充実させることなどにより、適正な

執行が確保されるよう強く求める。

また、財務会計の事務執行において、検討事項として 7 件を

指摘したところである。指摘した内容は、複写サービス契約の

更新に当たっての契約内容や公園等の管理運営等委託業務の契

約方法について検討が必要と認められるものなどであり、速や

かな対応を求める。

( 1 )　支出に係る事務について

消耗品の購入において支出の相手方を誤ったもの、電気

料の支払において早収期限に遅れたため加算金を支払った

ものなどが見られた。

今後は、このようなことが繰り返されることがないよう

適正な執行を強く求める。

( 2 )　契約に係る事務について

契約書に記載する契約金額を誤ったもの、予定価格調書

の予定価格欄に金額の記載がなかったもの、県有施設の維

持管理に係る委託契約の履行確認等が不十分であったもの

などが見られた。

今後は、このようなことが繰り返されることがないよう

適正な執行を強く求める。

( 3 )　出納員に係る事務について

出納員が不在となる場合に所属長を出納員に任命してい

たもの、出納員交替の際の帳簿の締切りが行われていな

かったものなどが見られた。

今後は、このようなことが繰り返されることがないよう

適正な執行を強く求める。

 2 　指摘とする機関及び事項

幡多県税事務所　　　　　　（監査日：平成24年 1 月19日）

( 1 )　事実認定

出納員である次長が不在となる平成23年 5 月18日から同月

26日まで及び同年 6 月 6 日から同月 8 日まで、チーフ（納税

担当）を出納員とすべきところ所長にしていた。

( 2 )　指摘事項

上のことは、高知県会計規則（平成 4 年高知県規則第 2 

号。以下「会計規則」という。）第 4 条第 3 項及び高知県会

計規則の施行について（平成 4 年 3 月10日付け 3 出第252号

出納長、総務部長依命通達）第 1 の 4 の( 6 )の規定に反する

不適正な事務処理である。

会計事務の適正な執行を確保するため、法で定められた出

納機関としての出納員の役割が十分理解されていなかったこ

とによるものである。

今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

求める。

安芸土木事務所　　　　　　（監査日：平成24年 1 月10日）

( 1 )　事実認定

平成21年度県道安芸物部線地域活力基盤創造交付金工事に

おいて、先行工事として山側の掘削工事を、後発工事で山留

擁壁工事の発注を行っていたが、後発工事で先行工事の設計

厚を超える余掘り分についての工事費が必要となっていた。

( 2 )　指摘事項

上のことは、先行工事において出来高管理基準及び規格値

（高知県建設工事技術管理要綱（平成17年 3 月 3 日付け土木

部長通知））を適用するに当たり山留擁壁工事を考慮した値

とすべきところ、道路土工の掘削工の値を適用したため後発

工事の工事費が過大となったものである。

今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

求める。

中央東土木事務所　　　　　（監査日：平成23年11月16日）

( 1 )　事実認定

平成22年度陸こう管理委託において、受託者が平成22年 8 

月に死亡したことを平成23年 2 月に把握したため、死亡時に

遡って支出負担行為の減額を行い、平成22年 8 月以降の管理

を行っていた者と新たに協定を結ぶこととして、同月16日に

遡り支出負担行為決議書を作成していた。

( 2 )　指摘事項

上のことは、支出負担行為決議書を作成する時期を定めた

会計規則第43条第 6 項の規定に反する不適正な事務処理であ

る。

今後は、このようなことがないよう委託業務の執行管理も

含め適正な事務処理を強く求める。

中央西土木事務所　　　　　（監査日：平成23年12月 2 日）

( 1 )　事実認定

奥田川排水機場樋
ひ

門については、長年にわたっていの町へ

維持管理を委託している。平成22年度に実施した県の一斉点

検において、内部のギアオイルが空になりギアが錆
さ

び付き固

着していたことが原因で、当該樋
ひ

門が稼働しないことが判明

し、修繕を行っていた。

( 2 )　指摘事項

上のことは、いの町との水門等管理委託協定において詳細

な仕様を示していなかったこと及び水門等の機能を常に正常

な状態に保持し、異常を発見したときは、遅滞なく県に報告

するものとした協定の趣旨が徹底されていなかったことによ

るものである。また、委託業務の履行確認も不十分であった

と言わざるをえない。

今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

求める。

高知東工業高等学校　　　　（監査日：平成23年11月 1 日）

( 1 )　事実認定

早収期限が平成23年 3 月22日とされている同年 2 月分の電

気料（768,947円）の支払が遅れたため、同年 4 月に遅収加

算額23,068円を支払っていた。

( 2 )　指摘事項

上のことは、定例的な毎月の支払である電気料について、

支払時期を失したため遅収加算額が生じた不適正な事務処理

である。

今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

求める。

幡多農業高等学校　　　　　（監査日：平成24年 1 月19日）

( 1 )　事実認定

平成23年度ガソリン外 5 件燃料類単価契約において、予定

価格調書の予定価格欄に金額を記載していなかった。

なお、参考欄に記載した積算根拠をもとに契約していた。

( 2 )　指摘事項

上のことは、高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12

号。以下「契約規則」という。）第15条の規定に反する不適

正な事務処理である。

今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

求める。

清水高等学校　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

( 1 )　事実認定

平成22年度産業廃棄物処理委託契約については、207,900

円の見積書を徴し、同額で支出負担行為を決議していたが、

契約書の金額を198,000円と誤っていた。
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なお、支出額は、支出負担行為額と同額であった。

( 2 )　指摘事項

上のことは、契約書に誤った契約金額を記載するという、

会計事務に関する極めて初歩的な誤りである。また、契約書

の不備に気付かないまま支払を行っており、契約規則第36条

及び会計規則第48条の規定に反する不適正な事務処理であ

る。

今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

求める。

中村養護学校　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

( 1 )　事実認定

早収期限が平成23年 2 月22日とされている同年 1 月分の電

気料（235,408円）の支払が遅れたため、同年 3 月に遅収加

算額7,062円を支払っていた。

( 2 )　指摘事項

上のことは、定例的な毎月の支払である電気料について、

支払時期を失したため遅収加算額が生じた不適正な事務処理

である。

今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

求める。

香美警察署　　　　　　　　（監査日：平成23年11月 1 日）

( 1 )　事実認定

平成23年 3 月に購入した消耗品について、支出の相手方を

誤っていた。戻入処理後に正当な債権者に支払を行ったが、

支払遅延となっていた。

( 2 )　指摘事項

上のことは、正当な債権者に対する支出の決定をしなけれ

ばならないと定めた会計規則第48条の規定に反する不適正な

事務処理であり、結果として支払遅延となったものである。

今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

求める。

 3 　次の機関における財務に関する事務は、おおむね適正に執行

されているが、別表の点について、上記 2 の機関を含め、今後

の事務処理において注意し、又は検討するよう求めた。

東京事務所　　　　　　　　（監査日：平成23年11月10日）

安芸県税事務所　　　　　　（監査日：平成23年11月17日）

中央東県税事務所　　　　　（監査日：平成23年11月 1 日）

中央西県税事務所　　　　　（監査日：平成23年10月27日）

須崎県税事務所　　　　　　（監査日：平成23年11月16日）

安芸福祉保健所　　　　　　（監査日：平成23年11月16日）

中央西福祉保健所　　　　　（監査日：平成23年10月27日）

大阪事務所　　　　　　　　（監査日：平成23年11月 9 日）

名古屋事務所　　　　　　　（監査日：平成23年11月 9 日）

海洋深層水研究所　　　　　（監査日：平成23年11月15日）

中村高等技術学校　　　　　（監査日：平成24年 1 月19日）

農業大学校　　　　　　　　（監査日：平成23年10月27日）

環境保全型畑作振興センター（監査日：平成23年10月27日）

安芸林業事務所　　　　　　（監査日：平成24年 1 月11日）

中央東林業事務所　　　　　（監査日：平成24年 1 月10日）

幡多林業事務所　　　　　　（監査日：平成24年 1 月19日）

幡多土木事務所　　　　　　（監査日：平成24年 1 月20日）

室戸高等学校　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

中芸高等学校　　　　　　　（監査日：平成23年12月 2 日）

県立安芸中学校　　　　　　（監査日：平成24年 1 月11日）

安芸高等学校　　　　　　　（監査日：平成24年 1 月11日）

安芸桜ヶ丘高等学校　　　　（監査日：平成23年11月15日）

城山高等学校　　　　　　　（監査日：平成24年 1 月10日）

山田高等学校　　　　　　　（監査日：平成23年11月 1 日）

嶺北高等学校　　　　　　　（監査日：平成24年 1 月10日）

高知農業高等学校　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

岡豊高等学校　　　　　　　（監査日：平成23年12月 2 日）

高知東高等学校　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

県立高知南中学校　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

高知南高等学校　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

高知工業高等学校　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

高知追手前高等学校　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

高知丸の内高等学校　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

高知小津高等学校　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

高知北高等学校　　　　　　（監査日：平成23年12月 1 日）

伊野商業高等学校　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

高岡高等学校　　　　　　　（監査日：平成23年12月 2 日）

高知海洋高等学校　　　　　（監査日：平成23年11月16日）

須崎高等学校　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

佐川高等学校　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

四万十高等学校　　　　　　（監査日：平成24年 1 月20日）

大方高等学校　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

県立中村中学校　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

中村高等学校　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

宿毛高等学校　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

山田養護学校　　　　　　　（監査日：平成23年12月 1 日）

高知江の口養護学校　　　　（監査日：平成24年 1 月11日）

日高養護学校　　　　　　　（監査日：平成23年12月 1 日）

高知警察署　　　　　　　　（監査日：平成23年12月 1 日）

高知南警察署　　　　　　　（監査日：平成24年 1 月11日）

室戸警察署　　　　　　　　（監査日：平成23年11月17日）

安芸警察署　　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

香南警察署　　　　　　　　（監査日：平成23年12月 1 日）

本山警察署　　　　　　　　（監査日：平成23年12月 1 日）

いの警察署　　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

土佐警察署　　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

佐川警察署　　　　　　　　（監査日：平成23年10月27日）

中村警察署　　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

清水警察署　　　　　　　　（監査日：平成24年 2 月10日）

宿毛警察署　　　　　　　　（監査日：平成24年 1 月20日）

別表

収入を伴う事務の執行

支出を伴う事務の執行

契約事務の執行

財産・物品管理

服務管理

給与・旅費の支給事務

庶務関係事務

その他の事務の執行

注意事項

10

17

21

 2 

 5 

 6 

検討事項

 2 

 4 

 1 

人 事 委 員 会 規 則

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成24年 3 月16日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第 6 号

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与の支給等に関する規則（昭和31年高知県人事委員会

規則第 3 号）の一部を次のように改正する。

第 8 条の 2 第 2 項中「に規定する」を「に掲げる」に、「「特

殊な業務を主として行う宿日直勤務」」を「特殊な業務を主とし

て行う宿日直勤務」に改め、同項第 1 号中「県立の病院である医

療施設」を「療育福祉センター」に、「の行う」を「が行う」に

改め、同項第 2 号中「当直責任者」を「、当直責任者」に改め、

同項第 3 号中「事件」を「、事件」に改め、同項第 4 号中「農業

大学校又は」を削り、同項第 6 号中「教員」を「、教員」に、

「の行う」を「が行う」に改め、同項第 7 号中「教員の」を「、

教員が」に改め、同項第 8 号及び第 9 号中「における」を「にお

いて、」に改め、同項に次の 1 号を加える。
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(10)　本庁（危機管理部に限る。）において、危機事象の発生

に係る緊急業務を行うための宿直勤務又は日直勤務

第 8 条の 2 第 3 項中「又は警察職員の条例」を「及び警察職員

の条例」に改め、同項第 5 号中「前項第 9 号」を「前項第 9 号及

び第10号」に改める。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成24年 3 月16日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第 7 号

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改

正する規則

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成 6 年高知県

人事委員会規則第47号）の一部を次のように改正する。

第 7 条第 1 項第 2 号中ウをエとし、イをウとし、アをイとし、

同号にアとして次のように加える。

ア　本庁（危機管理部に限る。）

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。
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